
 

１１ 税の軽減 

１１−１ 所得税・贈与税・相続税等の減免 (国税)        

税の種別 内    容 対    象 

所得税の 
障害者控除 

納税者本人や扶養親族（同一生計配偶者を含む）が、
障害者や特別障害者である場合、所得税が軽減され
ます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低
くなります。 

 
◆障害者      ２７万円 
◆特別障害者    ４０万円 
◆同居特別障害者  ７５万円  
※同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族

（同一生計配偶者を含む）で、納税者本人や配偶
者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常と
している方をいい、老人ホームなどへ入所してい
る方は含みません。 

※同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税
者と生計を一とするもの（⻘色事業専従者等を除
く。）のうち、合計所得金額が４８万円以下である
者をいいます。 

※扶養親族が年少扶養親族（１６歳未満）である場
合も適用されます。 

※源泉徴収については勤務先の給与担当者へ、確定
申告については税務署へお問合せ下さい。 

◆障害者 
①身体障害者手帳１、２級以

外、愛の手帳３、４度、精神
障害者保健福祉手帳１級以
外の発行を受けている方 

②６５歳以上の方で障害の程
度が障害者に準ずるものと
して区市町村⻑等の認定を
受けている方 など 

 
◆特別障害者 
①身体障害者手帳 1、２級、 

愛の手帳１、２度、 
精神障害者保健福祉手帳１
級の方 

②いつも病床にいて、複雑な
介護を受けなければならな
い方 など 

 
※詳しくは、税務署へお問合

せ下さい。 

贈与税の非課税 

特定障害者が信託会社等における「特定障害者扶養
信託契約」に基づく信託受益権の贈与を受けた場合
には、一定の要件により６，０００万円まで。 
（特定障害者のうち特別障害者以外の方にあっては
３，０００万円）まで非課税となります。 
※特定障害者とは、特別障害者のほか精神上の障害

により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなど
その他の精神に障害のある方のことです。 

身体障害者手帳１、２級、 
愛の手帳１〜４度、 
精神障害者保健福祉手帳 1〜
３級の方 
 
※詳しくは、税務署へお問合

せください。 

相続税の軽減 

相続又は遺贈により財産を取得した相続人が障害者
である場合、相続税が軽減されます。 
◆軽減額  
８５歳に達するまでの年数に１０万円（特別障害者
は２０万円）を乗じた額を税額から差し引きます。 

身体障害者手帳 1〜6 級、 
愛の手帳１〜４度、 
精神障害者保健福祉手帳 1〜3 
級の方 
※詳しくは、税務署へお問合 
せください。 

障害者等の 
少額預金等の 
利子等の非課税 

少額預貯金・少額公債の各元本が３５０万円までの
利子等については、金融機関に所定の手続きをする
ことにより、非課税となります。 

身体障害者手帳、 
愛の手帳、 
精神障害者保健福祉手帳 
の交付を受けている方 

◆問合せ先 新宿税務署 新宿区北新宿１−１９−３ 
TEL（６７５７）７７７６ 
四⾕税務署 新宿区四⾕三栄町７−７ 
TEL（３３５９）４４５１ 
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１１−２ 住⺠税の障害者控除・非課税              

《 軽減内容 》 
納税者本人が障害者の場合、又は扶養親族（配偶者・１６歳未満の年少扶養親族を含む）に障害者が

いる場合、申告をすることにより、所得から次の額が控除され、住⺠税（所得割）が軽減されます。た
だし、所得税の確定申告や給与所得者の年末調整で、障害者控除の手続（申告）が済んでいる場合等は
申告する必要はありません。 

 
《 控除額（令和７年度）》 

・障害者                  ２６万円  
・特別障害者                ３０万円 

  身体障害者手帳１、２級、 
愛の手帳１、２度、精神障害者保健福祉手帳１級等 

 
・同居特別障害者              ５３万円 

  扶養親族のうち特別障害者に該当する方で、納税者、 
  納税者の配偶者又は納税者と生計を一にするその他 
  の親族のいずれかとの同居を常況としている方 
※なお、納税者本人が障害者で前年の合計所得金額が１３５万円以下の場合、非課税となります。 
 
《 対象 》 
本人又は扶養親族が、令和６年１２⽉３１日（年の途中で死亡した場合はその死亡の日）の現況におい

て、以下に該当する方 
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳等の交付又は認定を受けている

方 
・６５歳以上の方で、障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村⻑等の認定を受けている方等。

なお、区市町村⻑等の認定については、高齢者支援課高齢者相談第一係 TEL（５２７３）４５９３又
は、高齢者支援課高齢者相談第二係 TEL（５２７３）４２５４へお問合せください。 

 
◆問合せ先 税務課 課税第１、２係 

TEL（５２７３）４１０７、４１０８ FAX（３２０９）１４６０ 

１１−３ 個人事業税の減免 (都税)               

《 減免内容 》 
納税者又は扶養親族等が障害者である場合、前年の合計所得金額（事業・不動産所得の他に給与・雑

所得等各種合計金額（⻘色申告特別控除前））が３７０万円以下の場合には、申請により個人事業税額
が減免されます。 

 
《 減免額 》 

障害者１人につき５，０００円、特別障害者１人につき１０，０００円 
 

《 申請 》 
個人事業税の納期限までに、都税事務所に減免申請書を提出してください。 
なお視力障害者（両眼の矯正視力０．０６以下）が、あん摩・マッサージ・指圧・はり・灸・柔道整復

その他の医業に類する事業を営む場合は非課税です。 
 
◆問合せ先 新宿都税事務所 個人事業税班 新宿区⻄新宿７−５−８  

TEL（３３６９）７１５４ FAX（３３６９）８０９０ 
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１１−４       
《 減免内容 》 

障害者又は障害者と生計を一にする人が自動車を所有し、もっぱら障害者のために使用する場合、
障害者の方１人につき１台（軽自動車等を含める）に限り減免されます。 
 なお、「生計を一にする人」とは「障害者と同居している方」や「障害者の住所地から２㎞以内にお
住まいの親族」、「障害者の住所地から２㎞以内にお住まいの、東京都パートナーシップ宣誓制度又は
地方公共団体の同等の制度により証明を受けたパートナーシップ関係の相手の方」をいいます。 
《 対象 》 

手帳の種類 障害の程度 
身体障害者手帳 （障害の級別） 

障 
害 
の 
区 
分 

下肢機能障害  １級〜６級  
体幹機能障害  １級〜３級・５級  
上肢機能障害  １級・２級  
乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害 

上肢機能 １級・２級  

移動機能 １級〜６級  
視覚障害 （視力障害・視野障害） １級〜３級・視力障害４級（４級の１） 
聴覚障害  ２級・３級 
平衡機能障害  ３級・５級  
音声機能又は言語機能障害  ３級（こう頭摘出に係るものに限ります。）  
心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害  １級・３級・４級  
ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害  １級・３級・４級  
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  １級〜３級  
肝臓機能障害 １級〜４級  

戦傷病者手帳 減免の対象となる障害の程度については、お問合せください。 
愛の手帳 総合判定１度〜３度  
療育手帳（道府県発行） 減免の対象となる障害の程度については、お問合せください。 
精神障害者保健福祉手帳 １級（精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります。）  
《 減免額 》 
 ① 自動車税／軽自動車税環境性能割については、課税標準額３００万円相当分まで減免 

② 自動車税種別割については、４５，０００円まで減免（新規登録の場合は⽉割額） 
 
《 申請 》次の①〜⑤（障害者の方が所有又は取得し、本人が運転する場合は、①、③）を持参の上、

ご申請ください。（代理人でも可能です） 
①障害者手帳（複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳・別冊含む） 
②所有者又は取得者の住所が確認できる公的証明書（運転免許証、住⺠票等） 
③運転者の運転免許証又はそのコピー（表裏両面）  
④通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの（申請書に記入）  
⑤所有者又は取得者と障害者が別居の場合、｢親族｣が確認できる書類（⼾籍謄本等） 

 
（１）申請期限 
 ○既に自動車を所有しているとき 
  当該年度の納税通知書に記載された納期限（通常は５⽉末日）まで 

※納期限以降は翌年度の減免適用を条件に事前申請受付 
 ○新たに自動車を取得（新規・移転登録）したとき 
  登録（取得）の日から１か⽉以内 
 
（２）申請場所  ○新宿都税事務所 個人事業税班 新宿区⻄新宿７−５−８ 

TEL（３３６９）７１５４ FAX（３３６９）８０９０ 
○練⾺自動車税事務所 練⾺区北町２−８−６ 

TEL（３９３２）７３２１ FAX（３５５０）７１８３ 
◆問合せ先 東京都自動車税コールセンター TEL（３５２５）４０６６  
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１１−５ 軽自動車税（種別割）の減免                 
《 減免内容 》 

納税義務者が、次の A 又は B に該当する軽自動車等を所有している場合、もしくは C に該当する方
が軽自動車等を所有している場合、当該軽自動車等に係る軽自動車税（種別割）を減免します。なお、
A に該当する軽自動車等を複数所有している場合、又は軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、
いずれか１台のみを減免対象とします。 

A〈身障減免〉心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有して
いる軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合 

B〈構造減免〉構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 
C〈生保減免〉生活保護法による扶助を受けている方 

《 対象 》 
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 

上肢不自由 １級・２級 特別項症〜第３項症 

下肢不自由 １級〜６級 特別項症〜第６項症 
第１款症〜第３款症 

体幹不自由 １級〜３級・５級 特別項症〜第６項症 
第１款症〜第３款症 

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 

上肢機能障害 １級・２級 ＊＊＊＊＊ 
移動機能障害 １級〜６級 ＊＊＊＊＊ 

視覚障害 １級〜３級・４級の１ 特別項症〜第４項症 
聴覚障害 ２級・３級 特別項症〜第４項症 
平衡機能障害 ３級・５級 特別項症〜第４項症 

音声機能又は言語機能障害 ３級 
（こう頭摘出に係わるものに限る） 

特別項症〜第２項症 
(こう頭摘出に係わるものに限る) 

心臓、じん臓及び呼吸器の機能障害 １級・３級・４級 特別項症〜第３項症 
ぼうこう、直腸及び小腸の機能障害 １級・３級・４級 特別項症〜第３項症 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級〜４級 ＊＊＊＊＊ 
肝臓機能障害 １級〜４級 特別項症〜第３項症 
   

愛の手帳（療育手帳） １度〜３度（療育手帳は A） 
精神障害者保健福祉手帳 １級（精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限ります。） 

《 申請 》 
次の資料を添えて、軽自動車税（種別割）減免申請書を軽自動車税（種別割）の納期限（毎年５⽉末

日、末日が祝休日の場合は翌営業日）までに問合せ先に持参又は郵送して申請ください。 
 
A〈身障減免〉①該当する手帳（カード型の方は別冊も。郵送の場合は障害等級が書かれた部分のコピ

ー） ②運転免許証（郵送の場合はコピー） ③軽自動車税（種別割）納税通知書 
※ 手帳（カード型の方は別冊）に減免対象であることを記載しますので、来庁申請する方は申請時に、

郵送の方は後日必ず手帳等をご持参ください。 
B〈構造減免〉①該当する車両の車検証（郵送の場合はコピー） ②軽自動車税（種別割）納税通知書 
※車検証が電子化されている場合は、電子車検証及び自動車検査証記録事項の提示又は写しの添付が必
要です。 
C〈生保減免〉①保護証明書 ②軽自動車税（種別割）納税通知書 

 
申請内容を審査し減免決定された方には、６⽉中旬までに減免決定通知書を送付します。こちらは車

検時の納税証明書の代わりになりますので、なくさないようご注意ください。再発行はできません。 
納付後は減免対象であっても減免できませんので、申請は必ず納付前に行ってください。 

 
◆問合せ先 税務課 収納管理係 

TEL（５２７３）４１３９ FAX（３２０９）１４６０ 
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